
 
 
 
 
 
 

商工業等 

への支援 

事業

継続

支援

金 

燃料費高騰対策
等事業継続支援

事業 
市独自 

［申請期間］

令和４年 

７月１日～ 

９月30日 

（１）売上減少対応支援金 

市商工観光課 

℡内線 3112・3119 

 

※（２）(３)は、 

いずれかのみ申請

可能です。 

 

新型コロナに加え、燃油及び物価の高騰の影響を受け、売上が減少した事業者

を支援します。 

◆対 象：令和４年１月～６月の任意の１カ月の売上高が、平成 31 年～令和

３年のいずれかの年の同月比 20％以上減少した個人事業主及び中

小企業（小規模事業者含） ※農林水産業を除く 

◆内 容：上記算定期間の売上高の差額について、下記金額を上限として支給 

     個人事業主：10 万円 

     法人（年間売上高１億円未満）：10 万円 

     法人（年間売上高５億円未満）：15 万円 

     法人（年間売上高５億円以上）：30 万円 

（２）燃料費等高騰対応支援金 

燃油価格高騰の影響を受ける事業者に対し、燃料代の一部を支援します。 

◆対 象：個人事業主及び中小企業（小規模事業者含）※農林水産業を除く  

◆内 容：令和４年１月～６月の６か月間における光熱水費・燃料費の合計×

下記品目別価格上昇率の計   ※支給上限額は（1）同様 

     ガソリン・軽油・灯油：20％  ガス・電気：５％ 

（３）運輸関連事業者等支援金 

燃油価格高騰の影響を特に大きく受けている運輸関連事業者（一般貨物運送、

貸切バス、タクシー、代行業者）に対し、給付金を支給します。 

◆対 象：県が実施する運送事業者原油価格高騰支援給付金または運輸関連事

業者への補助金を受給した事業者、代行業者 

◆内 容：保有台数に応じた燃料費高騰に対する助成 

    大型トラック：３万円／台、 中型以下トラック：２万円／台 

    貸切バス  ：３万円／台、 タクシー・代行 ：２万円／台 

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度 

【 事業者向け支援 】 

※令和４年７月１日時点の情報です 

ＮＥＷ 



 
補 

助 

金 

ウィズコロナ経済 
活性化事業 

 

(商業活性化 
事業の拡充) 

市独自 

実施中 

［申請期限］

令和５年 

２月 28 日 

新型コロナウイルス感染防止対策事業 

市商工観光課 

℡内線 3112・3119 

 

※ 交付決定前に

着手した事業は対

象となりませんの

でご注意くださ

い。申請は１度限

りとなります。 

新型コロナウイルス感染防止のため実施する店舗整備等の経費に対し補助金

を交付します。（換気設備導入費、ビニールカーテン等飛沫対策用品、手指消

毒液購入等） 

◆対  象：市内で事業所を営む中小企業・小規模事業者等 

◆補助金額：対象経費の2/3以内（上限10万円） 

※新生活様式ガイドライン及び各業界ガイドラインに基づき行う事業が対象

となります。 

キャッシュレス決済導入補助事業 

キャッシュレス決済（クレジットカード決済、デビットカード決済、電子マネ

ー決済、QR、バーコード決済等）導入に係る初期費用及び月額の基本料金に対

し補助金を交付します。 

◆対  象：市内で事業所を営む中小企業・小規模事業者等 

◆補助金額：対象経費の 2/3 以内（上限 10 万円） 

インターネット販売等環境整備支援事業 

インターネット販売に要する経費に対し補助金を交付します。（通信販売ウェ

ブサイトの新設及び拡充に係る委託料等、ＥＣモール等登録に係る初期費用・

月額費用料） 

◆対  象：市内で商業店舗を営む中小企業・小規模事業者等 

◆補助金額：対象経費の 2/3 以内（上限 10 万円） 

宅配サービス等環境整備支援事業 

宅配サービスやテイクアウト導入に要する経費に対し補助金を交付します。

（弁当容器、広報費、配送委託料、配送用自動車等借上料） 

◆対  象：市内で飲食店を営む中小企業・小規模事業者等 

◆補助金額：対象経費の 2/3 以内（上限 10 万円） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工業等 

への支援 

補 

助 

金 

ウィズコロナ経済 

活性化事業 
 

(商業活性化 

事業の拡充） 

市独自 

実施中 

［申請期限］

令和５年 

２月 28 日 

商店街等経済活性化事業 
市商工観光課 

℡内線 3112・3119 

 

※ 交付決定前に着手

した事業は対象となり

ませんのでご注意くだ

さい。申請は１度限り

となります。 

商店街等の活性化につながる事業に要する経費に対し補助金を交付します。

（印刷費、広告料、需用費、食糧費（懇親のための飲食費を除く。）、謝金、使

用料、抽選会等の景品購入に係る経費、委託料等） 

◆対  象：商工団体等、ＮＰＯ・任意組織 

◆補助金額：商工団体等…対象経費の 2/3 以内（上限 100 万円） 

ＮＰＯ・任意組織…対象経費の 2/3 以内（上限 40 万円） 

農業関連 
補 

助 

金 

農業用加温施設

緊急支援事業 
市独自 

実施中 

［申請期限］

令和４年 

８月31日 

加温施設等を用いて施設園芸等を実施する農業者に対し、施設栽培面積に応じ

燃料代の一部を支援します。 

◆対 象：加温施設において農作物を栽培している市内在住の農業者で、農業

委員会が整備する農地台帳上の耕作者 

◆内 容：さくらんぼ、いちご 48,000 円／10a 

          野菜、花き、その他 22,000 円／10a 

市農林課 

℡内線 2757 

ＮＥＷ 

原油価格・物価高騰 

緊急支援給付金 

※実施準備中 

新型コロナに加え、原油・原材料価格や物価の高騰の影響を受ける事業者の事業継続を支援するため、令和
４年４月から６月のいずれかの月の売上が、令和元年から令和３年のいずれかの年の同月と比較して、30％
以上減少している県内の中小企業・小規模事業者に対して、給付金を支給。   
〔給付額〕法人 10 万円、個人事業者５万円 
                    ※運送事業者原油価格高騰支援給付金との併給はできません 

詳しくは、県の

ＨＰなどで、 

ご確認ください｡ 

 

運送事業者原油価格 

高騰支援給付金 

（受付：6.22～8.1） 

コロナ禍における中小企業 
等事業継続支援事業 

※実施準備中 

燃料費高騰により厳しい経営状況に置かれている貨物運送事業者に対して、事業継続を支援するための給付
金を支給。 
〔給付額〕トラックの保有台数に応じ１台当たり６万円 
〔対象車両〕県内の事業所で所有する車両（リースを含む）かつ山形運輸支局に登録された車両 
                    ※原油価格・物価高騰緊急支援給付金との併給はできません 

事業所で感染者等が確認された場合、他の従業員の出勤判断は事業所に委ねられていることから、従業員の
少ない県内 
中小企業等が事業継続を判断した際に、従業員が安心して出勤できるよう抗原検査キットを支給する。 
〔支給内容〕従業員数×検査キット２日分（上限 20 キット） 



 

【参考】国のおもな支援制度 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※このほか、さまざまな支援策があります。詳しくはそれぞれのＨＰなどでご確認ください。 

 

雇用調整助成金 
（特例措置） 

令和２年４月１日～令和４年６月 30 日を緊急対応期間として助成率を引き上げ。一定の要件を満たす場合は助成率が
最大で 10/10。 
 令和３年５月～令和３年 12 月…１人１日上限 13,500 円（条件により日額上限 15,000 円の場合あり） 
 令和４年１月～令和４年 ２月…１人１日上限 11,000 円（条件により日額上限 15,000 円の場合あり） 
 令和４年３月…１人１日上限 9,000 円（条件により日額上限 15,000 円の場合あり） 

詳しくは、国の

ＨＰなどで、 

ご確認ください｡ 

実質無利子・無担保融資 
３年間無利子、最長５年間元本据置。日本政策金融公庫ほか地銀、信金、信組等でも利用可。 

 日本公庫・商工中金の申請期限…令和４年９月 30 日 

小学校休業等対応助成金 
労働者に小学校休校や保育所等からの自粛要請に伴う子どもの世話のための有給休暇を取得させた場合、国が助成。 
日額最大 15,000 円限度（委託を受けて個人で仕事をする人は日額最大 7,500 円(定額)） 
 申請期限…令和４年１～３月休業分：５月 31 日、令和４年４～６月休業分：８月 31 日 


